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司
妊
娠
中
・
育
児
休
業
中
で
も

　

申
し
込
み
が
で
き
ま
す
鎧

　

令
和
６
年
度
中
に
お
子
さ
ん
が
、生
後
６
カ

月
を
経
過
し
、求
職
活
動
や
就
労（
復
職
を
含
む
）

に
よ
り
保
育
所
へ
の
入
所
を
予
定
し
て
い
る
場

合
は
、妊
娠
中
、ま
た
は
育
児
休
業
中
で
も
保
育

所
入
所
の
申
し
込
み
を
必
ず
行
な
っ
て
く
だ
さ

い
。（
本
期
間
中
の
申
請
が
な
け
れ
ば
、令
和
６

年
度
中
に
ご
希
望
の
保
育
所
に
入
所
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。）

茎
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の
事
情
で
児
童
を

　

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
庭
で
あ
る

　
臼
１
カ
月
に
48
時
間
以
上
仕
事
を
し
て
い
る

　
　
（
１
日
４
時
間
以
上
か
つ
月
12
日
以
上
就
労
）

　
渦
妊
娠
中
ま
た
は
出
産
後
で
あ
る（
産
前
２
カ

　
　

月
か
ら
産
後
２
カ
月
ま
で
）

　
嘘
病
気
や
け
が
、ま
た
は
心
身
の
障
害
に
よ

　
　

る
事
情

　
唄
同
居
ま
た
は
長
期
入
院
な
ど
を
し
て
い
る

　
　

親
族
の
介
護
・
看
護
に
あ
た
っ
て
い
る

　
欝
火
災
、風
水
害
、地
震
な
ど
の
災
害
の
復
旧

　
　

に
あ
た
っ
て
い
る

　
蔚
仕
事
を
継
続
的
に
探
し
て
い
る（
最
長
３
カ

　
　

月
ま
で
）

　
鰻
学
校
に
在
学
中
ま
た
は
職
業
訓
練
中
で
あ

　
　

る（
１
日
４
時
間
以
上
か
つ
週
４
日
ま
た
は

　
　

月
16
日
以
上
の
修
学
・
訓
練)

　
姥
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る

問
合
せ　

子
ど
も
未
来
・
医
療
給
付
係（
緯
32-

２
２
１
６
）

令
和
６
年
４
月
か
ら
の

令
和
６
年
４
月
か
ら
の

保
育
所
入
所
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

保
育
所
入
所
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

　

令
和
６
年
４
月
以
降
の
入
所
の
申
し
込
み
受

け
付
け
は
次
の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

【
関
係
書
類
の
配
布
開
始
】

11
月
13
日
俄
か
ら

【
配
布
場
所
】

　

赤
平
市
役
所
社
会
福
祉
課
子
ど
も
未
来
・
医
療

　

給
付
係

※
赤
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

11
月
13
日
俄
～
12
月
13
日
我

【
募
集
対
象
】

　

令
和
６
年
４
月
以
降
に
入
所
を
希
望
す
る
方

【
申
込
場
所
】

　

赤
平
市
役
所
社
会
福
祉
課
子
ど
も
未
来
・
医
療

給
付
係

司
申
込
受
付

申
し
込
み
に
お
け
る
注
意
事
項

暫
申
し
込
み
は
受
付
期
間
内
に
。

暫
入
所
ま
で
に
退
職
し
た
り
勤
務
状
況
に
変
更

　

が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
、保
育
の
必
要
性
が
な

　

く
な
っ
た
場
合
は
、申
し
込
み
を
取
り
消
す
こ

　

と
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

次
の
条
件
全
て
に
該
当
す
る
方
が
申
し
込
み

で
き
ま
す
。

繋
入
所
月
の
初
日
に
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

罫
保
育
所
で
の
集
団
保
育
に
支
障
が
な
い
児
童

司
保
育
所
の
入
所
要
件

　

社
会
に
は
、一
般
的
に
よ
く
言
わ
れ

る
男
女
の
性
だ
け
で
な
く
、多
様
な
性

を
生
き
る
性
的
少
数
者
の
人
が
暮
ら
し

て
い
ま
す
。性
的
少
数
者
に
は
、さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
人
た
ち
が
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、エ
ッ
ク
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー（
性
自
認
が
中
性
ま
た
は
性
別
を

決
め
た
く
な
い
人
）や
、ア
セ
ク
シ
ュ

ア
ル（
他
人
に
恋
愛
感
情
を
抱
か
な
い

人
）な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
人
が
い
ま
す
。

Ｌ
止
レ
ズ
ビ
ア
ン

　
　
　
（
女
性
同
性
愛
者
）

Ｇ
止
ゲ
イ

　
　
　
（
男
性
同
性
愛
者
）

Ｂ
止
バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル

　
　
　
（
両
性
愛
者
）

Ｔ
止
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　
　
　
（
心
と
体
の
性
が

　
　
　
　
　

一
致
し
な
い
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」と
は

　

代
表
的
な
性
的
少
数
者
の
頭
文
字
を

と
っ
て
作
ら
れ
た
言
葉
で
、性
的
少
数

者
の
総
称
の
一
つ
で
す
。

性
的
少
数
者（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
）へ
の

性
的
少
数
者（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
）へ
の

　
　
　
　
　
　
　

理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　

理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う

問
合
せ　

生
活
環
境
交
通
係　

緯
32-

２
２
１
５

　

社
会
に
存
在
す
る「
性
」に
対
す
る
考

え
方
は
ま
だ
ま
だ
固
定
的
で
あ
り
、男

性
と
女
性
で
あ
り
、異
性
を
好
き
に
な

る
の
が
当
た
り
前
、そ
う
で
な
い
人
は

普
通
で
は
な
い
と
い
う
固
定
観
念
が

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
の
生
き
づ
ら
さ
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

全
て
の
人
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
よ
う
、多
様
性
を
認
め
合
い
、誰
も
が

自
分
ら
し
く
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社

会
の
実
現
を
目
指
し
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど

の
性
的
少
数
者
に
対
す
る
理
解
を
深
め

ま
し
ょ
う
。

　
「
私
の
周
り
に
は
そ
う
い
う
人
は
い

な
い
」と
感
じ
る
方
も
少
な
く
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、周
囲
か
ら
の
偏
見

や
差
別
的
言
動
に
お
び
え
、誰
に
も
打

ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で

い
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
り
ま
す
。

誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
権
利
を

持
っ
て
い
ま
す
。

ま
し
ょ
う
。
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各種手続き・問合せ先

　

令
和
６
年
度
の
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

は
、令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
、使
用

の
本
拠
地（
保
管
場
所
）を
管
轄
し
て
い

る
市
区
町
村
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

  

以
前
、軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て

い
た
方
で
、廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

を
行
な
っ
て
い
な
い
場
合
も
、課
税
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、４
月
１
日
ま
で
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

軽自動車
（札幌ナンバー）

軽自動車検査協会 
札幌主管事務所

 〒001-0925　
 札幌市北区新川５条20丁目１番21号 緯050-3816-1763

軽二輪車
（二輪の小型自動車） 札幌運輸支局  〒065-0028

 札幌市東区北28条東１丁目 緯050-5540-2001

原動機付自転車など
（赤平市ナンバー）

赤平市役所
税務課 市税係

 〒079-1192
 赤平市泉町４丁目１番地 緯32-2219

　

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き
が
行
な
え

な
い
場
合
や
、軽
自
動
車
検
査
協
会
に
行

く
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、代
理
手
続
き

を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

北
海
道
陸
運
協
会
や
市
内
の
整
備
工

場
な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

一
般
財
団
法
人

　
　

北
海
道
陸
運
協
会
業
務
課

　
　

〒
０
６
５
‐
０
０
３
０

　
　

札
幌
市
東
区
北
30
条

　
　
　
　
　
　

東
１
丁
目
１
番
54
号

　
　

緯
０
１
１-

７
２
１-

３
３
２
６

※軽自動車・軽二輪車の手続きの際は、軽自動車税（種別割）の申告書の提出をお願いします。

軽
自
動
車
・
二
輪
の
廃
車
や

軽
自
動
車
・
二
輪
の
廃
車
や

　　　　

名
義
変
更
は

　　　　

名
義
変
更
は
３
月
ま
で
に

３
月
ま
で
に

固
定
資
産（
土
地
・
建
物
）の

固
定
資
産（
土
地
・
建
物
）の

　
　
　
　

　
　
　
　

 

手
続
き
は
年
内
に

手
続
き
は
年
内
に

刺
未
登
記
の
建
物
の
場
合

　

未
登
記
の
建
物
の
取
得
・
取
り
壊
し
・
所
有
者
変
更

な
ど
は
、市
役
所
税
務
課
市
税
係
で
の
手
続
き
と
な

り
ま
す
。届
出
用
紙
は
市
役
所
税
務
課
市
税
係
に
あ
り

ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
の
上
、ご
提
出
く
だ
さ

い
。問

合
せ　

市
役
所
税
務
課
市
税
係
緯
32-

２
２
１
９

　

令
和
６
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、令
和
６
年
１
月
１

日
現
在
の
状
況（
登
記
・
届
出
）に
よ
り
課
税（
決
定
）さ

れ
ま
す
。

※
こ
の
ほ
か
増
改
築
や
一
部
取
り
壊
し
は
、確
認
申
請

　

や
実
地
調
査
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。正
し
く
税
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

　

も
、速
や
か
に
手
続
き
を
す
る
よ
う
、ご
理
解
と
ご

　

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
建
物
が
登
記
さ
れ
て
い
る
か
、未
登
記
か
不
明
な
場

　

合
は
、税
務
課
市
税
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

況
土
地
お
よ
び
登
記
さ
れ
て
い
る
建
物
の
場
合

　

土
地
や
建
物
の
取
得
・
取
り
壊
し
・
所
有
者
変
更
な

ど
は
、法
務
局
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
緯
23-

２
３
３
０

産
総
受
給
者
が
２
名
以
下

産
給
与
か
ら
税
額
が
引
き
き
れ
な
い

産
事
業
専
従
者（
事
業
主
が
個
人
の
場
合
の
み
）

産
通
年
雇
用
で
な
い
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど

産
他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

産
給
与
の
支
払
い
が
不
定
期

産
退
職
者
ま
た
は
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

　

し
た
年
の
５
月
31
日
ま
で
の
退
職
予
定
者

産
事
業
廃
止（
予
定
）な
ど

  

市
・
道
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、給
与
支
払

者
で
あ
る
事
業
主
が
従
業
員
に
毎
月
支
払
う

給
与
か
ら
市
・
道
民
税
を
天
引
き
し
、納
税
義

務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代
わ
っ
て
、従
業
員
が

住
ん
で
い
る
市
町
村
へ
納
入
す
る
制
度
で
す
。

  

左
記
の
場
合
を
除
き
、原
則
、全
て
の
従
業

員
の
方
が
対
象
と
な
り
、特
別
徴
収
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（
地
方
税
法
第

３
２
１
条
の
３
）

　

な
お
、給
与
支
払
報
告
書
に
て
理
由
の
記
載

が
な
く
普
通
徴
収
を
希
望
さ
れ
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、市
の
判
断
で
特
別
徴
収
対
象
者

と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。（
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
４
）

問
合
せ　

市
税
係
緯
32-

２
２
１
９

事
業
者
の
皆
様
へ

事
業
者
の
皆
様
へ

市
・
道
民
税
の
特
別
徴
収
の
推
進
に

市
・
道
民
税
の
特
別
徴
収
の
推
進
に

　

     
     

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

登
記
・
届
け
出
な
ど
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

税に関するお知らせ


